
※１ サービス活動増減差額 ＝ サービス活動収益 － サービス活動費用
※２ 減価償却費には、国庫補助金等特別積立金取崩額を含みます。

● 社会福祉法人の「付加価値」は、以下の計算式によって計算します。

社会福祉法人の場合

サービス活動増減差額※１＋人件費 ＋ 減価償却費※２＋ 動産・不動産賃借料＋ 租税公課

生産性要件算定シートの記入例

（ 年度） （ 年度）

25 年 4 月 ～ 26 年 3 月 28 年 4 月 ～ 29 年 3 月

介護保険事業収益

老人福祉事業収益

障害福祉サービス等事業収益

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

人件費

　職員給料

　職員賞与

　非常勤職員給与

　法定福利費

④減価償却費　等 減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

⑤動産・不動産賃借料（事務費） 動産・不動産賃借料

⑥租税公課（事務費） 租税公課

申請事業所名 社会福祉法人　厚労協会 事業所番号 1234-567890-2

　(H29.10)

生産性要件算定シート

生産性の算定対象となる事業所（法人）名等 社会福祉法人　厚労協会

▲ 310,000,000 ▲ 325,000,000

項目 勘定科目

A Bの3年前年度 B 直近年度

H25 H28

Ａの会計期間 Ｂの会計期間

②サービス活動費用

2,412,000,000

612,000,000

①サービス活動収益

3,739,000,000 3,742,000,000

255,000,000 227,000,000

329,000,000

2,604,000,000

761,000,000 691,000,000

571,000,000 537,000,000

326,000,000

574,000,000

574,000,000

3,500,000 4,000,000

128,000,000 142,000,000

③人件費

1,646,500,000 1,773,000,000

619,000,000 670,000,000

(1)　付加価値〔゠（①-②）+③＋④＋⑤＋⑥〕（円） 3,046,527,000 3,122,754,000

(2)　雇用保険被保険者数（人） 200

(4)　生産性の伸び〔゠（(3)Ｂ-(3)A）／(3)A〕（％） 2.5%

▲ 310,000,000 ▲ 325,000,000

70,000,000 70,000,000

527,000 754,000

612,000,000

(3)　生産性〔゠(1)／(2)B〕（円） 15,232,635 15,613,770

（注）裏面の留意事項をよくお読み下さい。助成金の申請に当たっては、①～⑥に相当する勘定科目の額が表示された事業活動計算書などの計算書類を

添付して下さい。

(5) 生産性の向
上に効果が
あった事業
主の取り組
み

職員の能力開発に取り組むことに加え、○○設備の導入により業務の効率性を高める効果があった。

生産性要件算定シートの項目の説明

項目 説 明

生産性の算定対象となる
事業所（法人）名等

助成金は、原則として事業所単位で支給申請します。

・事業活動計算書などの証拠書類は、事業所（法人）単位で作成するため、
生産性は、事業所単位で作成します。

・なお、事業所単位で財務諸表を作成していない場合は、事業所の単位に最
も近い単位の組織で算定します。

「生産性の算定対象となる事業所（法人）名等」「申請事業所名」欄は
これを踏まえて記入してください。

①サービス活動収益及び
②サービス活動費用

事業活動計算書の「サービス活動増減の部」の「収益」として計上されてい
る額及び、「費用」として計上されている額を、事業活動計算書などから転
記します。

③人件費 ＜対象となるもの＞
● 職員の給料、通勤費など諸手当、賞与に相当するもの
●「法定福利費」（社会保険料等）
● 非常勤職員の給与（給料、諸手当及び賞与）
＜対象とならないもの＞
● 職員の「退職給付費用（退職金）」（※）

※これが計上される年度とそうでない年度の差が大きくなりすぎるため除外します。

● 役員の「報酬、賞与、各種手当、退職慰労金など」
● 派遣職員費（派遣労働者に係る派遣手数料に相当するもの）

④減価償却費 等 「国庫補助金等特別積立金取崩額」とは、国庫補助金等の支出対象経費の期
間費用計上に対応して取り崩された国庫補助金等特別積立金の額

⑥租税公課 消費税及び地方消費税の申告納税、固定資産税、印紙税、登録免許税、自動
車税、事業所税など

(１)付加価値 ①～⑥に入力した値の差し引き等した値を記入します。

(２)雇用保険被保険者数 各事業所で管理しているデータ（労働保険料申告書にも用います）を利用す
るほか、正確な人数を「事業所別被保険者台帳交付請求書」によって
ハローワークに照会することができます。

・人数は、財務諸表の作成単位の事業所（法人単位など）と同じ単位の組織
の人数を記入（法人などの中に複数の事業所がある場合は、その事業所の
被保険者数を合算し、その事業所名と事業所番号を記した任意の書面を添
付）してください。

・助成金申請事業所のＢの会計年度の末日現在の人数を記入してください。

・なお、雇用保険被保険者数は、「日雇労働被保険者」や季節的に雇用され
る「短期雇用特例被保険者」を除いた数を記入してください。

(３)生産性 付加価値（（１）欄）を雇用保険被保険者数（※）で割った値を記入します。
（小数点以下四捨五入）※当分の間、ＡとＢの人数は、Ｂの人数を活用します。

(４)生産性の伸び 直近年度（Ｂ）とＢの３年度前（Ａ）の生産性の伸び率を記入します。
（小数点以下２桁切り捨て）

(５)生産性の向上に効果
があった事業主の取組

具体的な内容を記入してください。
（例：職員の能力開発・意欲（働きがい）の向上、働き方や働きやすさの改
革、業務の効率性や成果を高める設備の導入など）

６％以上又は１％以上（6％未満）（※）の場合に生産性要件を満たす
こととなります。
（※）１％以上（6％未満）の場合は、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必

要です。
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